
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
九
号

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
九
条
、
義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第

九
条
、
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二
十
九
条
並
び
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

）
第
百
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
第
三
条
、

歯
科
医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
第
三
条
、
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政

令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
一
条
の
二
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
六
号
）
第
一
条

の
三
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
一
条
の
二
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

三
百
二
十
七
号
）
第
一
条
、
視
能
訓
練
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
第
一
条
及
び
臨
床
検
査
技
師

、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
七
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
師
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（　別　添　２　）
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平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

医
師
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
医
師
免
許
の
申
請
手
続
）

（
医
師
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳

二

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約

）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳

一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

あ
つ
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）

る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
に
お

を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ

と
す
る
。
）

。
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
医
籍
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

（
医
籍
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
三
条

令
第
五
条
第
二
項
の
医
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
又
は

第
三
条

令
第
五
条
第
二
項
の
医
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
又
は

戸
籍
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し

戸
籍
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た

及
び
同
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び

も
の
に
限
る
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
五
条
第
一
項
の
申
請

難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の

の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写

る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
手
続
）

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
手
続
）

第
四
条
の
二

令
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍

第
四
条
の
二

令
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍

抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ

の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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第
二
条

歯
科
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
歯
科
医
師
免
許
の
申
請
手
続
）

（
歯
科
医
師
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳

二

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約

）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳

一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

あ
つ
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）

る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
に
お

を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ

と
す
る
。
）

。
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
歯
科
医
籍
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

（
歯
科
医
籍
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
三
条

令
第
五
条
第
二
項
の
歯
科
医
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本

第
三
条

令
第
五
条
第
二
項
の
歯
科
医
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本

又
は
戸
籍
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の

又
は
戸
籍
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の

写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載

写
し
及
び
同
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理

し
た
も
の
に
限
る
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
五
条
第
一
項
の

及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の

申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九

他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類

と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
手
続
）

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
手
続
）

第
四
条
の
二

令
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍

第
四
条
の
二

令
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍

抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ

の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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第
三
条

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
手
続
）

（
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

２

令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

一

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

つ
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を

国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
の
二
第

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同

類
の
写
し
と
す
る
。
）

じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
診
療
放
射
線
技
師
籍
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

（
診
療
放
射
線
技
師
籍
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
一
条
の
四
第
一
項
の
申
請

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
四
条
の
二
第
二
項

の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
一
条
の
四
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写

書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る

し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば

者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申

な
ら
な
い
。

請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び

特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等

）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（　別　添　２　）
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第
四
条

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
保
健
師
免
許
、
助
産
師
免
許
及
び
看
護
師
免
許
の
申
請
手
続
）

（
保
健
師
免
許
、
助
産
師
免
許
及
び
看
護
師
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ

２

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

戸
籍
謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳

四

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約

）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳

一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

あ
つ
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）

る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
及
び
第
五
条
の
三
に
お
い

を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅

に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
と

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
五
条
の
四
に
お
い
て
同
じ

す
る
。
）

。
）

五

（
略
）

五

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

（
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
五
条

令
第
三
条
第
四
項
の
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
又
は
戸

第
五
条

令
第
三
条
第
四
項
の
籍
の
訂
正
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
又
は
戸

籍
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（

籍
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も

び
同
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し

の
に
限
る
。
第
五
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
三
条
第
一
項
、
第

、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

二
項
又
は
第
三
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び

て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
条
第
一
項
、
第
二

難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の

項
又
は
第
三
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ

（　別　添　２　）
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身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
令
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項

ば
な
ら
な
い
。

の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
五
条
の
四

令
第
七
条
第
四
項
の
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍

第
五
条
の
四

令
第
七
条
第
四
項
の
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍

謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条

。

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、

同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る

。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に

あ
つ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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第
五
条

歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
手
続
）

（
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

令
第
一
条
の
二
（
令
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

２

令
第
一
条
の
二
（
令
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

な
い
書
類
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

二

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

い
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を

国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
二
項

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
四
条
の
二
第
二
項
に

写
し
と
す
る
。
）

お
い
て
同
じ
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項
に
お

由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し

号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及

（　別　添　２　）
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、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由

な
い
。

を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
及
び
免
許
証
明
書
の
再
交
付
申
請
）

（
免
許
証
及
び
免
許
証
明
書
の
再
交
付
申
請
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び

特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等

）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
十
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

第
十
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ら
な
い
事
項
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（　別　添　２　）
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第
六
条

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
手
続
）

（
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
五

（
略
）

第
一
条
の
五

（
略
）

２

令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

２

令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と

者
が
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

一

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

い
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を

国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
条
の

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出

二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す

は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
三
条
の
三
第
二
項
に

る
書
類
の
写
し
と
す
る
。
）

お
い
て
同
じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
二
条
の
二

（
略
）

第
二
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
の
二
第
二
項

由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類

号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及

と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に

び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の

な
い
。

（　別　添　２　）
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事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
三
条
の
三

（
略
）

第
三
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び

特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等

）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（　別　添　２　）
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第
七
条

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
手
続
）

（
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

一

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

つ
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を

国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
二
項

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同

写
し
と
す
る
。
）

じ
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お

由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及

、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由

な
い
。

を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び

特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等

）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（　別　添　２　）
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第
八
条

視
能
訓
練
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
手
続
）

（
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

一

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

つ
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を

国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
二
項

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同

写
し
と
す
る
。
）

じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特

別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お

由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及

、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由

な
い
。

を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び

特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等

）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九

条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（　別　添　２　）
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第
九
条

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

一

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

い
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を

国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同

写
し
と
す
る
。
）

じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
名
簿
の
訂
正
）

（
名
簿
の
訂
正
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し

又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た

及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

も
の
に
限
る
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
項
の
申
請
の
事

定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を

由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）

号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及

を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三

十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は

、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（　別　添　２　）

-28-



第
十
条

義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

一

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」

基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

い
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を

国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同

写
し
と
す
る
。
）

じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
名
簿
の
訂
正
）

（
名
簿
の
訂
正
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し

又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た

及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

も
の
に
限
る
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
項
の
申
請
の
事

定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を

由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）

号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及

を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三

十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は

、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（　別　添　２　）
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第
十
一
条

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（　別　添　２　）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法

一

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て

国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き

理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永

日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

住
者
（
同
項
に
お
い
て
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民

三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
同
項
に
お
い
て
「
特

票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券

十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す

そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）

る
書
類
の
写
し
と
す
る
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
名
簿
の
訂
正
）

（
名
簿
の
訂
正
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
戸
籍
の
謄
本

又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し

又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た

及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国

定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券

証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）

そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る

を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
令
第
七
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技

師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
抄
本
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住

者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
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び
旧
令
第
五
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ

る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
」
を

加
え
る
。

第
三
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び

旧
令
第
七
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ

る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
の
三
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ

る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し

た
も
の
に
限
る
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の

身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　別　添　２　）
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第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

電
気
冷
蔵
庫
、
電
気
冷
凍
庫
及
び
遠
心
器
の
ほ
か
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
検
査
の
内
容
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
用
機
械
器
具
を
有
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
血
清
分
離
」
を
「
血
液
を
血
清
及
び
血
餅
に
分
離
す
る
こ
と
（
以
下
「
血
清
分
離
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
指
導
監
督
す
る
た
め
の
医
師
」
の
下
に
「
（
別
表
第
五
に
お
い
て
「
指
導
監
督
医
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
七
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
十
六
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
五

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
準
作
業
書
に
記
載
さ
れ
た
台
帳
の
記
入
要
領
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
台
帳
が
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
血
清
分
離
の
み
を
行
う
衛
生
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
ロ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
に
掲
げ
る

台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

イ

委
託
検
査
管
理
台
帳

ロ

試
薬
管
理
台
帳

ハ

温
度
・
設
備
管
理
台
帳

（　別　添　２　）
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ニ

統
計
学
的
精
度
管
理
台
帳

ホ

外
部
精
度
管
理
台
帳

ヘ

検
体
保
管
・
返
却
・
廃
棄
処
理
台
帳

ト

検
査
依
頼
情
報
・
検
査
結
果
情
報
台
帳

チ

検
査
結
果
報
告
台
帳

リ

苦
情
処
理
台
帳

ヌ

教
育
研
修
・
技
能
評
価
記
録
台
帳

第
十
二
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

遺
伝
子
関
連
・
染
色
体
検
査
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
遺
伝
子
関
連
・
染
色
体
検
査
の
精
度
の
確
保

に
係
る
責
任
者
と
し
て
、
遺
伝
子
関
連
・
染
色
体
検
査
の
業
務
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
医
師
若
し
く
は
臨
床
検

査
技
師
又
は
遺
伝
子
関
連
・
染
色
体
検
査
の
業
務
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

（
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

（　別　添　２　）
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第
三
条

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
並
び
に
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号

）
第
十
二
条
」
を
「
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条

並
び
に
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
令
第
七
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検

査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条
」
に
、
「
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
を
「
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査

技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
と

あ
る
の
は
「
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
の
基
準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（　別　添　２　）
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